
登録年月日 種別 名　称 員数

1 工 芸 品 有田磁器（柴田夫妻コレクション） １０,３１１点

2 考古資料 飛騨地域考古資料（江馬修蒐集品） ９,５２４点

3 建築教育資料（京都帝国大学工学部建築学教室旧蔵） ２,６５３点

4 紙芝居資料 ５,６５２点

5 書跡・典籍 松原文庫（松原恭譲蒐集仏書資料） １,０９０点

6 歴史資料 工業技術資料（日本工業大学収集） １７８点

7 工 芸 品 並河靖之七宝資料 １,６６２点

8 考古資料 越中地域考古資料（早川荘作蒐集品） １,６９９点

9 歴史資料 工藤利三郎撮影写真ガラス原板 １,０２５点

10 平成21年7月10日 歴史資料 ボードイン収集紙焼付写真 ５２８点

11 平成22年6月29日 工 芸 品 福井県陶磁器資料（水野九右衛門コレクション） １,６４２点

12 考古資料 本山彦一蒐集考古資料 １８,９４５点

13 歴史資料 彩色設計図集 ６３２点

14 平成24年9月6日 考古資料 諏訪地域考古資料（藤森栄一蒐集品） ５９,６２８点

15
建築教育・研究資料（仙台高等工業学校建築学科旧
蔵）

１４３７点

16
官立高等教育機関営繕組織近代建築図面（東北帝国
大学営繕課旧蔵）

１,１３９点

17 令和2年9月30日 歴史資料 近代教科書関係資料（玉川大学収集） １２，７２８点

登録有形文化財（美術工芸品）

　建造物，絵画，彫刻，工芸品，書跡，典籍，古文書，考古資料，歴史資料などの有形の文化的所産で，我が
国にとって歴史上，芸術上，学術上価値の高いものを総称して有形文化財と呼び，このうち，建造物以外のも
のを総称して「美術工芸品」と呼んでいる。
　文化財保護法の一部改正によって，平成17年に美術工芸品に「文化財登録制度」が導入された。関係地方
公共団体の意見を踏まえ，保存及び活用についての措置が特に必要とされる美術工芸品について，文部科
学大臣が文化財登録原簿に登録している。（令和２年９月３０日現在　１７件）

【登録基準】
建造物以外の部
建造物以外の有形文化財（重要文化財及び文化財保護法第百八十二条第二項に規定する指定を地方公共団体が
行っているものを除く。）のうち，原則として製作後五十年を経過したものであって歴史的若しくは系統的にまとまって伝
存したもの又は系統的若しくは網羅的に収集されたものであり，かつ，次の各号のいずれかに該当するもの
一文化史的意義を有するもの
二学術的価値を有するもの
三歴史上の意義を有するもの

令和元年7月23日 歴史資料

平成18年3月31日

歴史資料

平成20年3月7日

平成20年7月10日

平成23年6月27日


